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１． 一般開放している計算機センターの利用について 

今年度の学内コンピュータ利用時間は以下のとおりです。休講日、試験期間、夏季・冬季休み期間中等は、利

用時間が変わることがありますので、計算機センターＨＰや掲示等でご確認ください。 

建物 場所 利用時間 台数 プリンタ その他 

計算機 

センター 
実習室 

月～金 9:00～18:00 

 土   9:00～14:00 
153台 ○ 

スキャナ（A3 対応） 

フィルムスキャナ 

映像編集 

東2号館 

（法経棟） 

1階 ロビー 

2階 コンピュータ室 

月～金 9:00～20:00 

 土   9:00～17:00 

6台 

53台 

× 
 

○  

法経図書センター 月～土 8:50～20:00 78 台 ○  

西1号館 
203教室 

205教室 

原則授業用 

一般開放もあり 

30台 

36台 
× 

 

西2号館 
1階 ロビー 月～金 9:00～20:00 

 土   9:00～17:00 

13台 ×  

1階 自習室 48台 ○ スキャナ 

大学図書館 コンピュータ利用閲覧室 
月～金 8:50～21:00 

 土   8:50～18:00 
47台 ○ スキャナ 

中央教育 

研究棟 

1階 エントランス 
月～金 8:00～22:00 

 土   8:00～17:00 
8台 × 

 

5階 教室(501～506室) 

月～金 8:00～20:00 

 土   8:00～17:00  

※教室は授業優先 

 ○ 

 

6階 外国語自習室 

月～金 10:00～16:30 

土    閉室 

授業期間、学期末試験期間、

学年末試験期間以外は閉室 

35台 × 

 

学内にある、計算機センターが管理しているコンピュータを卒業まで継続して利用するためには、｢初等情報

処理１｣あるいは「情報処理入門１」を履修し、単位を取得しなければなりません。 

ただし、既にコンピュータの使用方法と情報倫理を熟知している場合には、夏に行われる継続利用認定試験に

合格することにより、ユーザ登録し、卒業まで継続して利用することが認められます。 

認定試験の日程は、201６年 7 月２９日(金)13：00～（1 時間程度）です。受験申し込み受付は 7 月２８

日(木)16 時までとなっています。（「初等情報処理１」・「情報処理入門１」を履修中の学生はこの試験を受ける

ことはできません） 



２．大判印刷の料金改定について 

 （受付時間:平日 10:00～16:00、土曜日 10:00～12:00） 

 計算機センターの実習室では、大判のロール紙にカラーでプリントアウトができます。ポスターや立て看板、

横断幕などに利用可能です。厚手マットロール紙印刷のほか、クロス（薄い布地）印刷も可能です。 

 また、3 月１日より、大判印刷料金が改定されました。料金は以下の通りです。 

種類 サイズ 価格 

マット紙（B 系） 
B0（B0 ノビ） 400 円 

B1 以下 200 円 

クロス（B 系） 
B0（B0 ノビ） 800 円 

B1 以下 400 円 

クロス（A 系） A0 500 円 
 

※サイズはユーザー定義でお好きなサイズに設定することができます。ただし、幅は最大 1,118 ㎜(44 インチ)

になります。 

※クロスの種類は布の質感が違う 2 種類があります。事務室で見本をご覧いただけます。 

※教育研究目的の場合、無料で印刷することもできます。事前に A4 で原稿をプリントアウトの上、ご相談くだ

さい。 

 

《印刷の前に》 

・データを作成した状態で、USB メモリなど持ち運びができるものに入れて受付に来てください。 

・大判プリンタに接続されているパソコンは、学内ネットワークにつながっていないため、ご自身のアカウント

にログインすることはできません。 

・データ作成、印刷設定は責任を持ってご自身で行ってください。 

 

３．アカウントの貸し借りについて 

アカウントの貸し借りは厳禁です！ 

ログイン時に使用するパスワードは絶対に人に教えないでください。 

友人、サークル・部活等の先輩後輩、アカウントを取得していない人（学内コンピュータ利用権のない人）に 

気軽にパスワードを教え、アカウントを貸与し、他人に勝手にアカウントを不正使用されるケースが増えていま

す。「不正アクセス行為」に相当し法律に抵触するばかりでなく、学内のセキュリティ対策に脅威をもたらしま

す。絶対に行わないでください。 

 このような行為が発見された場合は、直ちにアカウント利用を停止し、学則に基づき厳重に処分されることが

あります。 
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